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１．大家・要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境（円滑な民間賃貸契約）の整備
２．居住支援法人等を活用し、入居中サポートを行う賃貸住宅の供給を促進
３. 住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

○ 単身世帯の増加※、持家率の低下等により要配慮者の

賃貸住宅への円滑な入居に対するニーズが高まることが

想定される。
※ 単身高齢者世帯は、2030年に900万世帯に迫る見通し。

○ 単身高齢者などの要配慮者に対しては、大家の拒否感が

大きい。これは、孤独死や死亡後の残置物処理等の入居後

の課題への不安が背景にある。他方、民間賃貸住宅の

空き室※は一定数存在。
 ※ 全国の空き家 約900万戸、うち賃貸用は約443万戸

（2023年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計（速報集計））

○ 改正住宅セーフティネット法(平成29年)施行後、

全国で800を超える居住支援法人※が指定され、地域の

居住支援の担い手は着実に増加。
※ 要配慮者の入居支援（物件の紹介等）、入居後の見守りや

相談等を行う法人（都道府県知事指定）

背景・必要性
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単身
高齢者
世帯

【要配慮者に対する大家の入居拒否感】

入居中

入居前

退居時
（死亡時）

高齢者の入居拒否の理由は、居室内
での死亡事故等への不安が約 9 割
見守り、入居後の課題の相談を求め

る大家も多い

【単身世帯数の推移】

ひとり親世帯

低額所得者

障害者

高齢者

約２割

約５割

約７割

約７割

（年）
※2025年以降は推計

（万世帯）

65歳以上世帯
15-64歳世帯

住宅セーフティネット制度の見直しの背景・必要性



④ “入居後の変化やトラブルに対応できる” 住宅の創設（２．参照）

① “賃貸借契約が相続されない” 仕組みの推進

② “残置物処理に困らない” 仕組みの普及

③ “家賃の滞納に困らない” 仕組みの創設

※賃借人の死亡時まで更 がなく、死亡時に終了する（相続人に相続されない）賃貸借

・ 入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、居住支援法人の業務に、

入居者からの委託に基づく残置物処理を追加

（令和3年に策定した残置物処理のモデル契約条項を活用）

・ 要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者                
（認定保証業者）を国土交通大臣が認定

◆認定基準：居住サポート住宅に入居する要配慮者の家賃債務保証
を原則引き受ける、緊急連絡先を親族などの個人に限定しない 等

⇒ (独)住宅金融支援機構（JHF）の家賃債務保証保険による

要配慮者への保証リスクの低減

・ 終身建物賃貸借※の認可手続を簡素化

（住宅ごとの認可から事業者の認可へ）

家賃債務保証会社
約250者

登録
（H29創設）

10４者

認定

家賃債務保証業者の
全体イメージ

死亡時のリスク
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死
亡
時
の
リ
ス
ク

入
居
中
の
リ
ス
ク

【住宅セーフティネット法、高齢者住まい法、住宅金融支援機構法】

○死亡後に部屋に残置物が
あったり、借家権が残ると、
次の人に貸せない。

○孤独死して事故物件に
なったら困る。

○家賃を滞納するのでは
ないか。

○入居後に何かあっても、
家族がいない要配慮者の
場合、連絡や相談する人
がいない。

○住宅確保要配慮者は、
他の住民とトラブルが
生じるのではないか。

大家側では対応しきれないリスク
があるため、相談・内覧・契約を

断る実態がある

大家の不安

死亡時のリスク

入居中のリスク

死亡時のリスク入居中のリスク

(業界団体の独自調査による)

１．大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備



①ICT等による安否確認

①訪問等による見守り

連携

入居する要配慮者については認定保証業者（１．参照） が家賃債務保証を原則引受け

※福祉の専門的な支援を必要とする場合は、要配慮者の

特性に応じて福祉サービスを実施する関係機関につなぐ

【住宅セーフティネット法】

大家

居住支援法人等

＜現行＞セーフティネット登録住宅(H29創設) 「大家が拒まないこと」、「その物件情報を公表すること」で要配慮者に住宅を供給

■低額所得者

自立相談支援機関
福祉事務所

・家計把握や意欲向上の支援
・就労支援、生活保護の利用

■高齢者
高齢者福祉の
相談窓口

福祉事務所
母子家庭等就業・
自立支援センター

・母子・父子自立支援員
による相談、助言

・こどもの生活指導や学習支援

■障害者

生活保護受給者の場合、
住宅扶助費（家賃）について
代理納付を原則化 

・ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
・就労支援

基幹相談
支援センター

②福祉サービスにつなぐ

特例

・ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

■ひとり親

福祉サービス（例）

居住支援法人等

要配慮者の生活や心身の状況が不安定になったとき

「居住支援法人等※がサポートを行うこと」で要配慮者に住宅を供給
※サポートを行う者は 居住支援法人以外も可能

要配慮者

要配慮者

＜改正法＞居住サポート住宅の創設

・市区町村長（福祉事務所設置）等が国土交通省・厚生労働省の共同省令に基づき認定
・改修費等の補助により供給を促進（令和６年度予算）

居住支援法人等が大家と連携し、
①日常の安否確認・見守り
②生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ を行う住宅（居住サポート住宅）を創設

２．居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進

特例
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居住サポート住宅 セーフティネット住宅 サービス付き高齢者向け住宅

制度趣旨
日常生活を営むのに援助を必要とする
要配慮者に対し、居住支援法人等による
援助を提供する住宅の供給の促進

住宅確保要配慮者の入居を拒まない
住宅の供給の促進

高齢者が日常生活を営むために必要な
福祉サービスの提供を受けることができる
良好な居住環境を備えた賃貸住宅の
供給の促進

対象者
日常生活を営むのに援助を必要とする
住宅確保要配慮者

住宅確保要配慮者
60歳以上の者 または 
要支援・ 要介護認定者 等

ハ
ー
ド
基
準

床面
積

検討中

25㎡以上
（ただし、共用部分に共同で利用する台所等
を備えることで、各戸に備える場合と同等以上
の居住環境が確保されるときは、18㎡以上）

25㎡以上
（居間、食堂、台所その他の居住の用に供する
部分が高齢者が共同して利用するため十分な
面積を有する場合には18㎡以上）

構造
設備

・建築基準法、消防法に適合すること
・台所、トイレ、浴室等の設備を有すること
・耐震性能を有すること

・建築基準法、消防法に適合すること
・台所、トイレ、浴室等の設備を
有すること
・耐震性能を有すること

台所、トイレ、浴室等の設備を有すること

その
他

ー ー
バリアフリー構造であること（廊下幅、段
差解消、手すり設置等）

サポート

認定事業者が安否確認・見守り、
福祉サービスへのつなぎを実施
※安否確認：装置の設置その他確認を定期的

に行うための措置

ー

原則として、日中に常駐する生活相談員
が、状況把握サービス・生活相談サービ
スを実施
※状況把握サービス：毎日

手続き
・大家と居住支援法人等が共同で申請
※居住支援法法人等が自ら貸す場合は単独

・計画の認定

・事業者が建築物ごとに都道府県知事に
申請/登録

・事業者が申請
・住戸ごとの登録（都道府県）
⇒ 登録事項を広く公表

供給方法 ・既存住宅の活用 ・既存住宅の活用 ・新築/既存住宅の活用

居住サポート住宅、セーフティネット住宅、サービス付き高齢者向け住宅の相違

10



３．住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

○ 国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定

・ 市区町村による居住支援協議会※設置
を促進（努力義務化）し、住まいに関す
る相談窓口から入居前・入居中・退居時
の支援まで、住宅と福祉の関係者が連
携した地域における総合的・包括的な
居住支援体制の整備を推進。

国土交通省と厚生労働省の共管

○ 市区町村による居住支援協議会設置の促進 （国土交通省・厚生労働省が共同して推進）

居住支援協議会について居住支援協議会について

12

【住宅セーフティネット法】

都道府県・市区町村
（住宅部局、福祉部局）

不動産関係団体
（宅建業者、賃貸住宅

 管理業者、家主等）

居住支援法人
社会福祉協議会
福祉関係団体

居住支援協議会

（改正後）
構成員として明確化

（改正後）
居住支援協議会との相互連携の明確化

生活困窮者自立支援法に基づく支援会議
地域ケア会議（高齢者）
自立支援協議会（障害者）

社会福祉法に基づく支援会議
地域住宅協議会（公的賃貸住宅）

連携

（改正後）
地方公共団体におけ
る設置の努力義務化

【現在（R6.６末）の居住支援協議会設置状況】
144協議会（全都道府県、10６市区町村）

※ 地方公共団体の住宅部局・福祉部局、
居住支援法人、不動産関係団体、福祉関
係団体等を構成員とした会議体

※手引きの改訂を予定
※準備段階から地域の関係者で話し合いつつ
段階的に進めることが重要



居住支援協議会
（構成員）
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居住支援協議会の機能・役割（イメージ）

〇 居住支援協議会の機能・役割は、地域の状況や課題等によって様々であるが、基本的には、多様な関係者を“つな
ぐ”ことにより、関係者がそれぞれの業務範囲・得意分野を活かし、様々な住まいの課題の解決と互いの活動・支援の
隙間を埋めることができる“関係者同士が連携協働するプラットフォーム”である。

入居前 入居中 退居時

・相談対応
・物件紹介、内覧同行
・家賃債務保証
・保証人、緊急連絡先の引受
・賃貸借契約時の立会い 等

・安否確認
・緊急時の対応
・定期的な訪問
・近隣との関係づくり
・金銭・財産管理支援
・トラブル対応 等

・退居時の立会い
・残置物処理
・死後事務 等

② 切れ目のない“総合的・一体的な住まい支援”の体制を整備する場① お互いの課題を持ち寄り“つながる場”

居住支援協議会は関係者同士が互いの業務範
囲や得意分野を理解し合い、 “つながる場”である。  

地域の様々な関係者が居住支援という視点を共
有し、互いの役割を補完することで、組織や制度の
「縦割り」を超えて、住まいに関する複雑・多岐にわ
たる課題の解決にも取り組むことができる。

関係者同士が役割分担することで、対象者、時期、内容（困難度）、地域・地区、住宅類型
（公営・民間）等に応じて、総合的・一体的に切れ目のない支援を実施することができる。

③ 地域の“社会資源を発掘”する場

多様な関係者が集まる居住支援協議会では、地域に「眠る」社会資源を発掘するための
多様な視点や手法を持つことができる。協議会（構成員）のネットワーク・アンテナにより、
新たな住まいの受け皿や担い手にアクセス又は創出し、地域の社会資源が拡大していく。

地方自治体
公営住宅

居住支援協議会
（構成員）

居住サポート住宅
・シェルター

使
用
許
可

■公的資源の発掘

空き家所有者
・不動産 空き家・空き室

居住支援協議会
（構成員）

居住サポート住宅
・SN登録住宅

物
件
提
供

■空き家・空き室の発掘

目的外使用申請 空き家調査・相談対応

居住支援
法人等

サ
ー
ビ
ス
の
提
供

■新たな担い手の発掘

発掘・連携

残置物処分
・死後事務委任

新たなアイデア
・ノウハウ

国土交通省と厚生労働省の共管

事業者
又は
行政

アルコール依存

支援拒否 大病あり

身寄なし

高齢者

孤独な支援

“つながり”のある支援

住
宅

居
住

法
律

福
祉

不
動
産

医
療

居住支援
協議会

プラットフォーム

■これまでの支援【個別ケースの場合】

■居住支援協議会 （総合的・一体的
な居住支援体制）がある支援

・多様な関係者と連
携協働することで支
援の幅が広がる

・お互いの得意分野
を活かすことで支援
の狭間を埋める

※現在「居住支援協議会の設置・運営の手引き」の改訂作業中であり、その作業・検討を踏まえて本資料を今後変更することがある。

活動例活動例

時期時期



学校

病院
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セーフティネット
登録住宅

市役所
相談窓口

居住支援法人
活動拠点

地域包括
支援センター

社会福祉協議会

こども食堂
（サードプレイス）

多世代交流拠点
（サードプレイス）

交流サロン
（サードプレイス）

空き家・空き室、地域資源を活用し、住宅と福祉が一体となった居住環境の整備（イメージ）

福祉施設

公営住宅

居住サポート
住宅

地域開放カフェ
（サードプレイス）

居住支援協議会の
ネットワーク

セーフティネット
登録住宅

居住サポート
住宅

不動産
事業者

居住サポート
住宅 福祉サービス

地方公共団体

居住支援法人
活動拠点

居住支援法人
活動拠点

交流サロン

自立相談支援機関 等民間の居住支援

【参考】 住宅と福祉が一体となった居住環境の整備（イメージ）



改正事項
都道
府県

政令市
中核市

一般市 町村 令和６年度 令和７年度

１. 終身建物賃貸借の認可 ◎ ◎ ◎ △

２. 残置物処理を業務とする
居住支援法人の指定

◎ － － －

３. 認定家賃債務保証業者の
認定

－ － － －

４. 居住サポート住宅の計画の
認定

○ ◎ ◎ △

５. 地域の住宅・福祉の
連携体制整備
（居住支援協議会の
設置・運営 ※努力義務化）

◎ ◎ ◎ ◎

６. 賃貸住宅供給促進計画の
策定・見直し

※計画策定は任意

◎ ◎ ◎ ◎

国土交通省（地方整備局）

福祉事務所を設置する自治体

【対象自治体】 ◎：全て ○：ほぼ全て △：一部

改正

 設

改正

 設

改正

改正

改正法概要説明会への
出席（R６年9月）

都市、建築、公営住宅等の住宅部局と、
生活困窮者支援、高齢者支援等の福祉部局の
連携強化（打合せ等）

改正法詳細説明会への
出席（R７年春頃）

地域の居住支援体制の整備
（居住支援協議会の設置・運営を含む）
に向けたスケジュールの検討・実施

組織・定員の検討 10/1（予定）の施行に
向けた準備

複数自治体で
共同設置も可能
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改正住宅セーフティネット法 施行に向けた地方公共団体の主な取組


